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平成２５年度政策要望ならびに税制要望決定！！ 

 

  日本司法書士政治連盟は日本司法書士会連合会と協議の上、次のとおり平成２５年度政策要望と税制要望を決定

した。政治連盟と連合会は、去る８月２２日この要望事項を民主党法務部門会議のヒアリングにおいて国会議員に

説明と要望を行った。今後も政治連盟と連合会は協働して自由民主党及び公明党に対し要望活動を行う予定である。 

  この度の政策要望は、昨年度の積み残し案件をそのまま反映したものであるが、法律相談権の確立と懲戒制度の

確立は、司法書士制度ならびに司法書士業務に直結する緊急案件であり、本年４月開催の第４２回政治連盟大会に

おいて承認された運動方針に基づく最重要課題である。大綱のように「１０年、２０年後の将来を見据えたうえで

の形」(２月８日細田会長発言)ではなく、少なくとも２年～３年内の法改正実現を目指す課題であり、決して要望

書を提出しただけの運動に終わらせてはならない。今後は、司法書士の法律相談権の理論構築と司法書士会員への

理解を浸透させる運動が重要となってくるものと考える。 

  税制改正については、消費税と社会保障の一体改革が国会における最大課題になっている今日、当政治連盟が継

続して提案してきた登録免許税手数料化の実現が千載一遇のチャンス到来となっている。登記制度において国民の

声を代弁する司法書士にとって、国民の権利保護に寄与する登記制度実現のために、本年度は全国的な規模で登録

免許税の手数料化に向けた運動に取り組まなければならない。 

                                             

平成２５年度政策要望 

                                 日本司法書士会連合会 
                                       日本司法書士政治連盟 
司法書士をとりまく諸問題について、下記のとおり要望いたします。 

 

Ⅰ 司法制度改革関連要望 
 国民に身近な法律家＝司法書士の機能充実のための司法書士法改正を！ 

１ 簡裁代理権等の充実 
  司法書士の簡裁代理権等を国民に利用しやすく頼りがいのあるものにするために受任事件の執行代理権及び  

  上訴審における関与権を含め、平成１４年法改正時の衆参両院の附帯決議の実現をすること 
 
２ 国民の司法アクセスのための司法書士法律相談業務の確立 
  国民の司法アクセス充実の観点から、司法書士法律相談業務の範囲を実情に即した規定として整序し確立する

  こと 
 
３ 司法書士自治に基づく懲戒制度の確立 
  司法書士自治を尊重し、公正妥当な懲戒処分が実施されるよう適正な手続保障（司法書士会の必要的関与、戒

  告への不服申立権、除斥期間の設置等）の確立に向けた改正を図ること 
 
Ⅱ 登記制度改革関連要望 
  オンライン申請の利用促進・司法書士の権限と責任の強化・登記の真実性を確保するよう求める 
 

司法書士の登記原因に関する調査確認権限を明定し、登記の実体的真実性をより高めることとなる制度の導入を求

めるとともに、登記オンライン申請のより一層の推進を可能とする制度の導入をすること 
Ⅲ 成年後見制度関連要望 
  「成年後見制度利用促進法」（仮称）の制定を求める 
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成年後見制度は、利用者の資産の多寡、申立人や後見人候補者の有無等にかかわらず「誰でも利用できる制度」と

して位置づけられるべきであり、これを具体化するため、司法・行政・民間が一体となって成年後見制度全体を公

的に支援する仕組みとするため、「成年後見制度利用促進法」（仮称）を制定すること 

 
平成２５年度税制改正要望 

                                              日本司法書士会連合会 
                                       日本司法書士政治連盟 
 

要望の趣旨 
 
【登録免許税制度全般に関する改正要望】 
 消費税率引き上げに際しては、登記の「登録免許税」制度を廃止し、適正な受益者負担の原則に従った「登記手数

料」制とすること 
 
【個別の改正要望】 
 
１．オンライン登記申請の促進策である租税特別措置法第８４条の５による登録免許税額の特別控除の適用上限額及

び適用範囲を拡大し、かつ適用期限を相当期間延長すること 
 
 現行規定 
・平成２４年度 最高３，０００円 
・適用範囲   所有権移転、所有権保存、抵当権設定、会社設立の各登記 
・適用期限   平成２５年３月３１日まで 
 
２．土地の売買による所有権移転登記の登録免許税の軽減に関する租税特別措置法第７２条の税率の段階的引き上げ

を改めて、元の税率（１，０００分の１０）に戻し、かつその税率を維持すること 
 
 現行規定 
平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日まで １，０００分の１０ 
平成２３年４月１日から平成２４年３月３１日まで １，０００分の１３ 
平成２４年４月１日から平成２５年３月３１日まで １，０００分の１５ 
平成２５年４月１日以降 租税特別措置法の不適用（１，０００分の２０） 
 
３．東日本大震災の被災者等にかかる登録免許税の免税措置（東日本大震災の被災者等にかかる国税関係法律の臨時

特例に関する法律）につき、被災者救済の観点から障害となっている要件を緩和すること 
 
 
 
 

平成２５年度税制改正緊急要望 
                                              日本司法書士政治連盟 
 
 日本司法書士政治連盟は、登記に関する法律専門家の立場から、利用者である国民の権利保護に寄与する登記制度を

推進するため、次のとおり税制改正要望をする。 
要望の趣旨 

 
【登録免許税に関する改正要望】 
平成２４年４月１日改訂の「新築建物課税標準価格認定基準」による建物所有権保存登記の登録免許税大幅値上げに

対し、適切な激変緩和措置を講ずること。 
 


